
【傍聴者用】 
平成26年第5回邑南町議会定例会（一般質問事項） 

 
 質問順  質問議員氏名  質  問  事  項 予定日時  

   １  大和 磨美 
① 子どもたちが健全に学校生活を送るために 
② 地域おこし協力隊について 
③ 米価下落問題について 

 
 
９月17日 
 午前 

   ２  漆谷 光夫 
① 合併１０周年、未来に活かす検証を 
② 町木「赤松」の松枯れ対策について 

   ３  中村 昌史 
① ニートやひきこもり等の困難を有する子ども・若者

に対する支援について 
② 職員適正化計画について 

 

 

９月17日 
 午後    ４  清水 優文 

① 中野グランドの施設整備について 
② 「たけのこ学級」の移転計画について 
③ 中、高一貫教育体制の導入について 
④ 米価下落に対する支援策について 

   ５   大屋 光宏 
① 稲作に未来はあるか 
② 男女共同参画社会の実現と少子化対策の両立につ

いて 
 

 
９月18日 
 午前 

   ６ 和田 文雄 
① 定住対策の取り組みについて 

 地域おこし協力隊、住宅施策 
 

   ７ 亀山 和巳 
① 地方創生の施策について 

 農林業、地域おこし協力隊、公民館、第２次総合
振興計画 

９月18日 
 午後 

   ８ 

   

辰田 直久 
① 今後の町づくりについて 

事業効果の向上と地域リーダーの育成、施設の整
備や管理運営のあり方、核となる産業の振興、行政
組織の再編 

                          
    
 
注意 
 ① 質問順は、変更される場合があります。 
 
② 予定日時は目安です。議事の進行上変動いたしますのでご理解いただきますようお願いします。 



議会を傍聴される方へ 
 
傍聴される方は次のことを守ってください。 
 １．異様な服装をしないこと 
 ２．帽子、首まき等を着用しないこと 
 ３．飲食をしないこと 
 ４．議員の言論に対して賛否を表明し、または拍手をしないこと 
 ５．静かに傍聴し私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと 
 ６．議会の品位を傷つけると認められるような行為をしないこと 
 ７．傍聴される方は議長の指示にしたがうこと 
 ８．その他傍聴については、邑南町議会傍聴規則の定めにしたがってください 
 

 ○邑南町議会傍聴規則 （注意：規則の一部を要約・簡略化のうえ記載しています。） 
  (傍聴の手続) 
 第２条 傍聴される方は、住所、氏名を傍聴人受付表に記入して提出してください｡ 
  (傍聴人の数の制限) 
 第４条 議長は、必要があるとき、傍聴人の数を制限することができます。 
  (議場への入場禁止) 
 第５条 傍聴される方は、議場（議員、執行部の席）に入ることはできません。 
  (傍聴席に入ることができない方) 
 第６条 次に該当する方は、傍聴席に入ることができません。 
  (1) 人に危害を加え、迷惑をおよぼすおそれのある物を携帯している方 
  (2) 張り紙、ﾋﾞﾗ、ﾌﾟﾗｶｰﾄﾞ、旗、のぼり、垂れ幕、かさなどを携帯してる方 
  (3) 鉢巻、腕章、たすき、ﾘﾎﾞﾝ､ｾﾞｯｹﾝ､ﾍﾙﾒｯﾄなどを着用し、または携帯している方 
  (4) ｶﾒﾗ類､ﾏｲｸ､拡声器、無線機、携帯電話､録音機などを携帯している方。ただし、撮影 
   または録音することにつき許可を得た方は除きます。（パソコンを含む） 
  (5) 笛、ﾗｯﾊﾟ、太鼓その他の楽器などを携帯している方 
  (6) 下駄、木製ｻﾝﾀﾞﾙなどをはいている方 
  (7) 酒気を帯びていると認められる方 
  (8) 異様な服装をしている方 
  (9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる方 
 ２ 議長は必要と認めたときは、傍聴される方に対して、前項第1号から第5号までに規定 
  する物を携帯しているか否かを質問することができます。 
 ３ 議長は、前項の質問を受けた方がこれに応じないときは、その方の傍聴を禁止するこ 
  とができます。 
 ４ 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができません。ただし、議長の許可を得た方は 
  除きます。 
  (傍聴される方に守っていただくこと) 
 第７条 傍聴される方は、常に静粛にしていただき、次のことを守っていただきます。 
  (1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明することはで 
   きません。 
  (2) 話をしないこと、歌唱しないこと、また笑ったり、騒いだりしないこと。 
  (3) 帽子、首まきなどを着用しないこと。ただし、議長の許可を得た方は除きます。 
  (4) 飲食、または喫煙をしないこと。 
  (5) みだりに傍聴席を離れないこと。 
  (6) 不体裁な行為、または他人の迷惑となる行為をしないこと。 
  (7) その他議場の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。 
  (写真、映画等の撮影及び録音等の禁止) 
 第８条 傍聴席において撮影、または録音等をすることはできません。ただし、特に議長 
  の許可を得た場合は除きます。 
  (係員の指示) 
 第９条 傍聴人は、すべて係員の指示にしたがっていただきます。 

 


